
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏面もご確認ください  

仙台市子ども医療費助成制度改正のお知らせ 

令和８年４月から 

○ 対象年齢の上限が １５歳 → １８歳 に引き上げられます。 
※ １８歳になった日以後の最初の３月３１日までが対象です。 

○ 18歳までのお子様は 医療費が無料 になります。 
※ 健康保険適用外の受診など、助成対象とならない費用があります。 

制度改正の内容について 

○中学生以下のお子様は、制度改正にかかわる手続きは不要です。 

○高校生年代（令和８年３月３１日時点で１６歳、17歳）のお子様は、資格登録の手続き

が必要です。 

仙台市にお住まいの高校生年代の方向けに、別途『登録のご案内』を送付します。 

１１月下旬になっても『登録のご案内』が届かない場合、裏面の担当窓口までお問い

合わせください。 

お手続きについて 

詳しくは仙台市ホームページをチェック 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使えません 

使えません 

使えます 

使えます 

令和８年３月31 日 

まで 

令和８年4 月 1 日 

から 

古い  
受給者証 

新しい 
受給者証 

歳

到

達

年

度

末

ま
で 

 

新しい『受給者証』 を 令和8年3月中 に受給者全員へ送付します。 
※受給者証の交付前に、市外転出などで受給資格を満たさなくなった場合、交付しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども医療費助成受給者証の交付について 

窓口 住所 代表電話番号 

青葉区役所 保育給付課 子育て給付係 〒980-8701 仙台市青葉区上杉1丁目5-1 022-225-7211 

青葉区宮城総合支所 保健福祉課 保育給付係 〒989-3125 仙台市青葉区下愛子字観音堂5 022-392-2111 

宮城野区役所 保育給付課 子育て給付係 〒983-8601 仙台市宮城野区五輪2丁目12-35 022-291-2111 

若林区役所 保育給付課 子育て給付係 〒984-8601 仙台市若林区保春院前丁3-1 022-282-1111 

太白区役所 保育給付課 子育て給付係 〒982-8601 仙台市太白区長町南3丁目1-15 022-247-1111 

太白区秋保総合支所 保健福祉課 福祉係 〒982-0243 仙台市太白区秋保町長袋字大原45-1 022-399-2111 

泉区役所 保育給付課 子育て給付係 〒981-3189 仙台市泉区泉中央2丁目1-1 022-372-3111 

 

制度内容については、仙台市ホームページでご確認ください。 

○二次元コード 

右の二次元コードをスマートフォンなどで読み取ってください。 

○URL 

https://www.city.sendai.jp/kate/kurashi/kenkotofukushi/kosodate/teate/jose.html 

子ども医療費助成制度について 

担当窓口 


